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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2016年６月27日に提出いたしました当社の第14期（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）の有価証券報告書

の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

４　関係会社の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
　４【関係会社の状況】

＜省略＞

（注）１．＜省略＞

　　　（訂正前）

２．上記関係会社のうち、東京海上日動火災保険㈱、日新火災海上保険㈱、イーデザイン損害保険㈱、東

京海上日動あんしん生命保険㈱、HCC International Insurance Company PLC、Tokio Millennium Re

AG、Tokio Marine Asia Pte. Ltd.およびTokio Marine Seguradora S.A.は、特定子会社に該当いたし

ます。また、連結子会社のその他126社に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、HCC

Insurance Holdings (International) Limited、HCC Specialty Holdings (No.1) Limited、Pepys

Holdings Limited、HCCI Group LimitedおよびTokio Millennium Re (UK) Limitedであります。

＜省略＞

 

　　　（訂正後）

２．上記関係会社のうち、東京海上日動火災保険㈱、日新火災海上保険㈱、イーデザイン損害保険㈱、東

京海上日動あんしん生命保険㈱、HCC International Insurance Company PLC、Tokio Millennium Re

AG、Tokio Marine Asia Pte. Ltd.およびTokio Marine Seguradora S.A.は、特定子会社に該当いたし

ます。また、連結子会社のその他126社に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、HCC

Insurance Holdings (International) Limited、HCC Specialty Holdings (No.1) Limited、Pepys

Holdings Limited、HCCI Group Limited、Nameco (No.808) LimitedおよびTokio Millennium Re (UK)

Limitedであります。

＜省略＞
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